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環境問題と政策 
 
（前回講義のつづき） 
同業者組合や商工組織、地縁団体などの既存団体のように「結束型」ＳＣが蓄

積されていることをふまえて、そのパフォーマンスを向上させるような政策を

考えることが重要である。 
Ø しかし、個々の組織を結ぶ「橋渡し型」SCはそのままでは形成されにくく、
政策的な新たな取り組みが重要である。 

  
cf. 協働（coproduction） 
 「地域住民と自治体職員が協力して自治体政府の役割を果たしていくこと」(V. 
Ostrom, 1977) 
  
 
1. 環境問題と外部性（復習） 
（第 12回、13回講義資料を参照） 
 

2. 地球温暖化問題 
地球温暖化とは、地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に上昇し、温室効

果ガスが原因で起こる、現象である。単に「温暖化」とも言う。 

「繰り返しコミュニケーションが行われるような小集団に暮らし、共有された規範と互

酬のパターンをある程度の期間発展させたとき、彼らはそれを用いて共有資源のジレン

マを解決するための制度設計が可能になるようなソーシャル・キャピタルを持つ」

（Ostrom 2000, “Social Capital”.）  

ソーシャル・キャピタルへの政策的投資として 

「連携支援」が重要 

 



Ø 大気中の CO2、メタン、N2O などの温室効果ガスは最近一万年の値をはるかに超
えている。 

Ø  CO2は最も重要な人為起源の温室効果ガス。CO2の増加は主にエネルギー利用、

土地利用等による 

  
世界の二酸化炭素排出量 

 

 



日本人の一般家庭における CO2排出量は？ 

 
 
将来の温度上昇予測 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

（出典：http://www.jccca.org/ipcc/ar5/wg1.html） 

 
 

今世紀末には、このままでは 1m程度、海面上昇が起こる。 
Ø  わが国の砂浜は 90%以上が消失。 
Ø  わが国の被害総額：350兆円 

Ø  大阪湾岸だけで、178万人が家を失い、被害総額は 53兆円。 

  
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
京都議定書（Kyoto Protocol）は、気候変動枠組条約に基づき、1997年 12月 11日に
京都市の国立京都国際会館で開かれた地球温暖化防止京都会議（第 3回気候変動枠組条

約締約国会議、COP3）で議決した議定書。 
Ø 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書（ Kyoto Protocol to the United 

Nations Framework Convention on Climate Change）。 

  
• 地球温暖化の原因となる、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、ハイドロフルオロ

カーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六フッ化硫黄について、



先進国における削減率を 1990 年基準として各国別に定め、共同で約束期間内に
目標を達成する。 
Ø 2008年から 2012年までの期間中に、先進国全体の温室効果ガス 6種の合計

排出量を 1990年に比べて少なくとも 5%削減することをめざす。 
• 京都メカニズム（CDM のメカニズム、排出権取引のメカニズム、共同実施のメ

カニズム、吸収源活動のメカニズム）が盛り込まれた。  

Ø なお、運用細目は、2001 年に開かれた第 7 回気候変動枠組条約締約国会議
（COP7、マラケシュ会議）において定められた。 

Ø 日本では、2002年 5月 31日に国会で承認され、2004年 6月 4日国際連合

に受諾書を寄託した。 

 
• 締結した附属書 I国（先進国、積極的に参加した諸国）の合計の二酸化炭素の 1990

年の排出量が、全附属書 I国の合計の排出量の 55%以上  
Ø  経済発展のためには、多量の二酸化炭素を排出せねばならないと考えられた

ため発展途上国の自発的参加が見送られ、当初は推進していたアメリカ合衆

国も後に受け入れを拒否、ロシア連邦も受け入れの判断を見送っていたため、

2004年ごろまでは議定書の発効が行われていない状況であった。 
Ø  2004 年に、ロシア連邦が批准したことにより、2005 年 2 月 16 日に発効し

た。 
Ø  アメリカ合衆国は依然議定書から離脱している。  

  

 



 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
• 温室効果ガス削減のために行う、植林活動などのほか、他国の排出権を購入した

り、より削減コストの低い国へ資金提供や投資を行い、その排出削減量を自国の

削減量に還元することができる、世界を巻き込んだ社会的な仕組みのこと。 

  
①                              

先進国が開発途上国に技術・資金等の支援を行い温室効果ガス排出量を削減、または

吸収量を増幅する事業を実施した結果、削減できた排出量の一定量を先進国の温室効

果ガス排出量の削減分の一部に充当することができる制度。 

  
②	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
全体の排出量を抑制するために、あらかじめ国や自治体、企業などの排出主体間で排

出する権利を決めて割り振っておき、権利を超過して排出する企業と権利を下回る企

業との間でその権利の売買をすることで、全体の排出量をコントロールする仕組み。 

  
③	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
投資先進国がホスト先進国で温室効果ガス排出量を削減し、そこで得られた削減量を

取引する制度。 

Ø  先進国全体の総排出量は変動しない。 

  
④	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

京都議定書は第 3 条で、1990 年以降の植林などで、CO2を吸収した分を数値目標の

達成に利用することを認めた。 
Ø  また、マラケシュ合意では、新規植林だけでなく、「森林管理」、「放牧地管理」、

「植生の管理」を利用することも許容された。 
Ø  このため、既存の森林での吸収も削減分に算入できるようになった。義務達成

を難しいと考え、しかも緑被率の比較的高い国である日本、カナダが主張した。 

■ 数値目標をもつ締約国（主に先進国） 

■ 数値目標をもたない締約国（主に発展途上国） 

■ 態度未定・不明	 ■ 批准を拒否している国	 ■: 議定書を離脱した国 


